
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

めむろ生活応援プリペイド M カードを配布します 
（国の物価高騰重点支援地方交付金活用事業） 

芽室町では、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている町民の皆様の生活支援を目的として、

めむろみなくる商店会のＭカード（めむろポイントカード）のＭポイントをプリペイドカードで配布します。 

本事業は国の物価高騰重点支援地方交付金を活用して実施するものであり、国が事業モデルとして示したお

米券（3,000 円相当）配布を参考に、町民の皆様に早急かつ効率的に配布できる方法としてＭカードのシステム

を利用して町が実施するものです。 

なお、令和８年度予算の成立を前提に令和８年７月以降には芽室町商工会共通商品券（１人あたり４，０００円

相当）を配布する事業も別途実施することを予定しております。 

※利用開始日までにプリペイドカードが届かない場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。（郵便局へのお問

い合わせはご遠慮ください。） 

※利用期間終了後、プリペイドカードに残されたＭポイントは失効となります。 

※ポイント使用後に不要となったプリペイドカードは燃やせないゴミ（不燃）として各自廃棄してください。（個人情報

は含まれておりません） 

※プリペイドカードの利用可能店舗については、別紙『利用可能店舗一覧』をご覧ください。なお、店舗によってプリ

ペイドカードで購入できない商品・サービスがある場合があります。 
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カードデザイン       （表面）                                          （裏面） 

・利用期間    令和８年４月 1 日（水）から 
令和８年６月３０日（火）まで 

・対象者    令和８年３月１日時点で芽室町に住民登録がある方 

・配布内容    １人あたり 3,000 円分のＭポイントをプリペイドカードで配布 

・配布方法    ３月下旬に世帯人数分のプリペイドカードを世帯主宛に郵送し、４月１日

にＭポイントを付与します（午前１０時までに付与予定）。付与完了までは

ご利用いただけませんので、ご注意ください。 

・利用方法    Ｍカード加盟店での会計時にプリペイドカードを提示することで、１ポイ

ント１円分としてご利用いただけます。 

※既存のＭカードの会員登録の有無に関わらずご利用いただけます。 

見本 


